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木造戸建住宅向け
省エネ計算によらない省エネ
基準への適合の簡易判定法※
を学びます

【国土交通省による動画説明】
改正法について

非住宅建築物
（300㎡未満）向け

開催期間（追加開催分）：令和5年1月下旬～2月上旬
詳しい日時、会場、プログラムは右記URLをご覧下さい。

講習会・相談会を追加開催します!
開催日時等は下記お知らせ欄を参照下さい

参加費無料 令和4年度　国土交通省補助事業追加開催のご案内

令和５年１月30日（月）
追加開催




